
上牧町協働のまちづくり公募型補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本町におけるまちづくりの最高規範である「上牧町ま

ちづくり基本条例」の基本原則に基づき、町民により組織される団体が、町

民意識や地域の実情に即して自主的、自発的に行う公益的活動等に対して、町

が補助金を交付することにより、まちの活性化や団体の育成を図り、その継続

的な活動を通して創意と工夫による町民と行政との協働のまちづくりの更な

る推進を目的とする。 

 （募集方法等） 

第２条 この要綱に基づく補助の対象となる団体（以下「補助対象団体」とい

う。）の募集は、公募の方法により行うものとする。 

２ 補助対象団体の公募に関する事項の詳細については、別に応募要項におい

て定めるものとし、当該応募要項には、補助対象団体の選定に際しての選考審

査基準を明記しなければならない。 

 （補助金の類型） 

第３条 補助金の類型は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 町民提案型補助金 町民により組織される団体が自由なテーマで提案し

た社会的又は地域的な課題の解決に資する事業への補助金 

(2) 自立事業化前提型補助金 町民により組織される団体が、地域で抱える

課題をビジネスの手法（サービスの受け手から対価を徴収する方法）により

解決する事業への補助金 

（補助対象団体の要件） 

第４条 町民提案型補助金及び自立事業化前提型補助金の公募に応募しようと

する団体は、応募時において、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

 ただし、町の他の制度による補助金等の交付を受けている又は受ける予定の

ある団体は除くものとする。 

(1) 構成員が５名以上であること。 

(2) 町内に拠点を有し、かつ、町内において活動の主要な部分を行っているこ

と。 

(3) 定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確立

されていること。 

(4) 営利を目的としないこと。 

(5) 政治的活動、宗教的活動及び特定の人物に対する支持を目的とする団体

でないこと。 

(6) 上牧町暴力団排除条例（平成２３年条例第１７号）第２条第１号に規定す



る暴力団及びその構成員の統制の下にない団体であること。 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、町内にお

いて不特定多数の町民の利益の増進に寄与する公益性のある活動（以下「公益

活動」という。）であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 

(1) 町内における社会問題や地域課題の解決、軽減等に寄与することを目的と

して、自主的かつ主体的に取り組む事業 

(2) 町と協働して実施することにより、共通の公共的な目標の達成に向けて、

より良い効果の期待できる事業 

(3) その他公益活動の活性化につながる事業 

２ 補助対象事業の事業実施期間は、当該年度４月１日から翌年１月末日まで

とする。 

３ 補助対象事業のうち、交付決定前に終了する事業は補助の対象外とする。 

４ 当該補助金の交付を受けることができるのは、当該年度中に 1 回限りとす

る。 

（補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業の実施に直接的に必要で、かつ、社会通念上補助の対象にふさわしい支出

とし、原則として別表第１に掲げる経費とする。 

２ 団体の事務所等の維持経費、交際費、慶弔費及び団体の構成員に対する人件

費は、補助の対象としない。 

３ 国、県、本町以外の地方公共団体、民間団体等から他の制度による助成金の

交付を受けている事業については、当該団体から受ける助成金を減じた額を

補助の対象となる経費とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の類型ごとの補助率及び補助の限度額等については、別表第２

のとおりとする。 

（事前着手） 

第８条 次条に規定する補助金の交付申請を行った団体（以下「申請団体」とい

う。）のうち、交付決定前に事業を開始する申請団体は、上牧町協働のまちづく

り公募型補助金交付決定前事前着手届（第１号様式）を町長に提出しなければな

らない。 

（交付申請） 

第９条 申請団体は、応募要項において定める期間内に、上牧町協働のまちづく

り公募型補助金交付申請書（第４号様式。以下「申請書」という。）に次に掲

げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 



(1) 事業計画書（第２号様式） 

  (2) 収支予算書（第３号様式） 

 (3) 団体概要書（第５号様式） 

 (4) 定款、規約、会則その他これらに準じる書類 

 (5) 前４号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第１０条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付の適否につい

て、上牧町協働のまちづくり公募型補助金審査判定委員会（以下「委員会」と

いう。）に諮問し、意見を聴かなければならない。 

２ 委員会は、申請書及び添付された書類の審査その他の方法により、補助金の

交付の適否について評価及び判定を行い、その結果を町長に答申するものと

する。 

３ 町長は、前項の規定による答申を尊重し、補助金の交付の可否及び金額を決

定するものとする。 

（補助金の交付の決定の通知等） 

第１１条 町長は、前条第３項の規定により補助金の交付を決定したときは、申

請団体に対し、上牧町協働のまちづくり公募型補助金交付決定通知書（第６号

様式）又は上牧町協働のまちづくり公募型補助金不交付決定通知書（第７号様

式）により通知するものとする。 

２ 町長は、補助金の交付を決定した団体名、補助対象事業の内容等を公表する

ものとする。 

 （補助金の交付） 

第１２条 町長は、補助金の交付を決定した団体からの請求に基づき、交付決定

額の全額を当該団体に交付するものとする。 

 （補助対象事業の変更等） 

第１３条 補助金の交付の決定を受けた団体（以下「補助金交付団体」という。）

は、補助対象事業の内容若しくは補助対象経費を変更（次条に定める軽微な変

更の場合を除く。）しようとするとき又は補助対象事業を中止しようとすると

きは、上牧町協働のまちづくり公募型補助金交付決定事業変更等承認申請書

（第８号様式）に、次に掲げる書類を添えて、事業完了（予定）日までに、町

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (1) 事業計画書（第２号様式） 

 (2) 収支予算書（第３号様式） 

 (3) 前２号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類 

２ 町長は前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助

対象事業の変更又は中止について承認することを決定したときは、上牧町



協働のまちづくり公募型補助金交付決定事業変更等承認決定通知書（第９号

様式）により補助金交付団体に通知するものとする。ただし、町長が必要と認

めるときは、補助対象事業の変更等に係る承認事項について、委員会に意見を

聴くことができるものとする。 

３ 補助金交付団体は、補助対象事業を中止した場合において、既に受けた補助

金の全額を町長に返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情

があると認めるときは、町長が定める金額を返還するものとする。 

 （軽微な変更） 

第１４条 町長の承認を要しない軽微な変更は、交付決定額の増額を伴わない

補助対象経費の変更をしようとするときで、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

 (1) 収支予算書の支出費目ごとに配分された額を流用しようとするとき。た

だし、各配分額の２０％以下の変更に限る。 

 (2) 計画の細部の変更をしようとするとき。ただし、補助事業の遂行状況に影

響を及ぼさないと認められる場合に限る。 

 （実績報告） 

第１５条 補助金交付団体は、補助対象事業が完了したときは、上牧町協働の

まちづくり公募型補助金事業完了報告書（第１０号様式。以下「完了報告

書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、事業の完了した日から起算し

て３０日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。 

  (1) 事業実績報告書（第１１号様式） 

  (2) 収支決算書（第１２号様式） 

 (3) 補助対象事業に係る領収書等の写し 

 (4) 前３号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１６条 町長は、前条の規定により完了報告書等の提出を受けたときは、その

内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上牧町協働の

まちづくり公募型補助金の額の確定通知書（第１３号様式）により補助金

交付団体に通知するものとする。 

２ 補助金交付団体は、確定した補助金の額が、既に交付した補助金の額を下回

る場合は、その差額分を町長に対し返還しなければならない。 

 （事業実績の公表） 

第１７条 町長は、補助金の額を確定したときは、完了報告書に基づき、補助対

象事業の内容及び成果について公表するとともに、委員会に報告しなければ

ならない。 

 （事務所管） 



第１８条 この要綱に基づく公募による補助金に関する事務は、総務部企画財

政課において処理する。 

 （その他） 

第１９条 この要綱及びこれに基づく応募要項に定めるもののほか、補助金の

取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第６条関係） 

支出科目 内  容 注意事項 

賃 金 

事業実施のために臨時必

要となるアルバイト等の

人件費 

時給単価は町の定める額とする 

報償費 
外部講師・外部専門家へ

の謝礼等 

日額の単価 【町の基準】 

・大学教授及び准教授クラス 14,000円 

・高校以下教諭クラス 6,000円 

※ただし、4時間以下の場合は、当該報酬額

の 2分の 1に相当する額とする。 

大会等の参加賞及び記念品の経費は対象外と

する。 

旅 費 交通費、通行料金等 

・車賃は 37円/km 【町の旅費規程に基づ

く】 

・根拠となる記録簿の提出が必要 

消耗品費 
文具や用紙、材料、資材

等の購入費用 
 

燃料費 
灯油、混合油等の購入費

用 
・ガソリンについては旅費を適用すること。 

食旅費 お茶代、食材代等 

・事業実施のために必要だと認められるもの

で、懇親に要するものを除く。 

・参加者に提供する場合は、実費相当額の参

加費を徴収すること。 

印刷製本費 
チラシ、ポスター等の作

成、印刷等の費用 
  



光熱水費 電気、ガス、水道料金等 
団体の事務所等の管理運営に要したものを除

く。 

通信運搬費 
郵便費、宅配費等に必要

な通信費 

団体の構成員間の連絡等に要した費用は除

く。 

手数料 口座振込手数料等   

保険料 
イベント等の開催時に加

入する保険料等 
  

委託料 
専門知識、技術等を要す

る業務の委託費用 
  

使用料及び 

賃借料 

会議、イベント等で使用

する施設使用料、物品の

賃借料等 

・団体の事務所や団体の構成員に関わる施設

の使用については対象外とする。 

備品購入費 

購入価格が 1万円以上

で、耐用年数が 1年以上

の物品 

・補助金額の 3割以内。（実績報告時点の額

を対象とする。） 

・パソコンやプリンターなどの一般的に団体

運営全般に使用するものは対象外とする。 

その他経費 
町長が特に必要かつ適当

と認めた経費 
 

 

別表第２（第７条関係） 

補助金名 町民提案型補助金 自立事業化前提型補助金 

対 象 

事 業 

町民提案による社会的・地域的な

課題の解決に資する事業 

町民により組織される団体が、地域

で抱える課題をビジネスの手法（サ

ービスの受け手から対価を徴収する

方法）により解決する事業 

要 件 

(1) 構成員が５名以上であること。 

(2) 町内に拠点を有し、かつ、町内において活動の主要な部分を行って

いること。 

(3) 定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律

が確立されていること。 

(4) 営利を目的としないこと。 

(5) 政治的活動、宗教的活動及び特定の人物に対する支持を目的とする

団体でないこと。 

(6) 上牧町暴力団排除条例（平成２３年条例第１７号）第２条第１号に

規定する暴力団及びその構成員の統制の下にない団体であること。 



補助 

限度額 

（補助率） 

上限 15万円 

（補助率 10/10） 

※ただし、事業収入がある場合は、

補助対象経費から差し引くものと

します。  

上限 50万円 

（補助率 10/10） 

※ただし、事業収入がある場合は、補

助対象経費から差し引くものとしま

す。 

交付条件 

同一事業への交付は 3 回を限度と

します。 

同一団体への交付は原則 1 回を限度

とします。 

 

※3 年以上事業を継続することを条

件とします。（随時面談を行い、継続

できなかった場合は、補助金を返還

していただくことがあります。） 

その他 

・当該年度４月１日から翌年 1月末日までの取り組みに対して補助金を

交付します。（※交付決定前に事業着手する場合は「上牧町協働のまちづ

くり公募型補助金交付決定前事前着手届」（第１号様式）の提出が必要で

す。） 

・補助金の交付は、当該年度 1団体 1事業とします。 

  


